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令和２年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和元年度実績に基づく評価） 作成日 令和 2 年 6 月 30 日
基本目標名 1 魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり
政　策　名 2 地域資源を活かしたまちづくり
施　策　名 3 中山間地域の活性化

施策関係課 政策調整課、農政課、道路河川課、農業委員会事務局

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

中山間地域の面積 ㎢ 226.0 226.0 226.0 

林家戸数（農林業センサス） 戸 494 494

森林面積 ha 18,553 18,553

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 11,300 11,300 11,300 11,300 

実績 11,060 10,825 

目標 574.0 574.0 574.0 574.0 

実績 149.5 195.0

目標 6,570 6,605 6,640 6,675

実績 6,983 7,066 市民課　住民基本台帳資料

目標 渡良瀬川地域森林計画資料

実績 保安林台帳（佐野市分）

目標

実績

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3

目標 1 1 1 1 目標 1,700 1,750 1,800 1,850 

実績 1 1 実績 1,613 2,006

目標 109,000 110,000 111,000 112,000 目標 4,000 3,800 3,600 3,400

実績 98,427 86,894 実績 3,360 5,616

目標 72,000 72,500 73,000 73,500 目標

実績 59,447 50,706 実績

目標 574.0 574.0 574.0 574.0 目標

実績 149.5 195.0 実績

目標 63,575 64,335 65,095 65,855 目標

実績 63,195 63,195 実績

目標 目標

実績 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価

令和元年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報

社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性

施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

農山村振興課

仲山　健一

施策の目的
「対　象」

①中山間地域（新合、飛駒、三好、野上、常盤、
氷室地区）
②林家（林業従事者）
③森林

① 中山間地域の人口 人

② 木材伐採面積 ha

③ 保安林指定面積 ha

成果指標の
取得方法

④

⑤

特色ある
中山間地
域づくりの
推進

①中山間
地域
②市外在
住者

①中山間地域が活
性化される。 ①

「佐野暮らし」制度を活
用した団体数（累計）

団体
中山間地
域の豊か
な環境づく
り

①中山間地
域

①中山間地域の環
境が改善される。 ① 有害鳥獣捕獲数 頭

②
中山間施設の施
設利用者数

人 ②
有害鳥獣による被
害額

千
円

③
農産物直売所売
上額

千円 ③

林業の活
性化

①林家
②林道、作
業道等
③民有林、
市有林

①安定した林業経
営が行える。
②必要な林道、作
業道が整備され、
森林整備が推進さ
れる。

① 木材伐採面積 ｈａ ①

②
林道の整備延長
（市管理林道）

ｍ ②

③ ③

・森林経営管理法に基づく新たな森林管理制度の実施に向け、森林所有者への経営管理
意向調査を行うための、調査内容の検討・決定や対象者の洗い出しなどの準備を進める。
・「佐野暮らし」のすすめ推進事業等の活用により、中山間地域への移住・定住へ向けての
体制整備を行うとともに、補助事業を活用してむらづくり組織を含めた地域おこし団体の育
成を図り、中山間地域の活性化につなげていく。
・中山間地域の生活環境改善のため、有害鳥獣捕獲従事者を確保し、有害鳥獣の捕獲を
強化するとともに、電気柵、侵入防止柵の設置など鳥獣被害対策の取組を実施する。
・「佐野市内の公共建築物における木材の利用促進に関する方針」に基づき、公共建築物
における市及び県産材の利用促進を図る。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・新たな森林経営管理制度の実施のため、野上地区において意向調査を行った。（令和２年２月）
・「野上を考える会」において、「佐野暮らし」のすすめ推進事業を活用して、さの暮らし未来プラン実践活動
モデル事業に取り組んだ。
・地元猟友会と有害鳥獣捕獲業務委託契約を締結し、中山間地域においてイノシシ、シカ、サル等の有害鳥
獣の捕獲活動を実施した。
・公共建築物における県産材の利用促進を図るため、あそ野学園義務教育学校（校舎の廊下天井、腰壁
等）の木質化を実施した。

【成果指標達成状況】
・中山間地域の活性化を図るための各種取組みを推進したが、地域人口の減少に歯止めがかかっていな
い。
・木材価格の低迷が続いており、間伐が思うように進んでいない。
・森林の多面的な機能を維持するため、国及び県により指定された「保安林」を適切に保全した。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・「野上を考える会」において、「佐野暮らし」のすすめ推進事業を
活用して、さの暮らし未来プラン実践活動モデル事業に取り組ん
だ。
・むらづくり組織５団体に対して、イベント開催に係る事業費の一部
を支援した。

【成果指標達成状況】
・令和元年東日本台風による災害や新型コロナウイルス感染拡大
により、イベントの中止や外出自粛の影響を受けたため、中山間施
設の施設利用者数及び農産物直売所売上額は目標を下回った。

【基本事業の取組方針達成状況】
・秋山町において、市道木浦原大荷場線道路改良工事を実施した。
・電気柵設置補助１８件のほか、電気柵設置講習会を開催した。
・鳥獣被害を受けている地区や台風により破損した箇所の補修用として、１６地区
に侵入防止柵を支給した。
・森林法に基づく伐採の届出や許可申請に際して、現場の実情に応じて、実のな
る樹木の植樹等を指導した。

【成果指標達成状況】
・地元猟友会と有害鳥獣捕獲業務委託契約を締結し、中山間地域において有害
鳥獣の捕獲活動を実施した結果、目標を上回る個体数を捕獲した。
・有害鳥獣による農林産物等の被害軽減対策を実施したが、台風災害による侵
入防止柵の破損による影響等により、被害額は増加してしまった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・新たな森林経営管理制度の実施のため、野上地区において意向調査
を行った。（令和２年２月）
・公共建築物における県産材の利用促進を図るため、あそ野学園義務
教育学校（校舎の廊下天井、腰壁等）の木質化を実施した。
・林業振興会総会において、間伐促進支援事業のＰＲを行った。

【成果指標達成状況】
・木材価格の低迷が続いており、間伐が進まない現状がある。
・令和元年度においては新たな市管理林道の開設がなく、目標を達成
できなかった。

・「野上を考える会」において、「佐野暮らし」のすすめ推進事業を活用して、さの暮らし未来プラン実践活
動モデル事業に取り組んだ。
・中山間地域おこし協力隊員により、「あきやま有機農村未来塾」の活動支援や関係人口創出のためのイ
ベント開催、中山間地域の魅力情報の発信などを実施した。
・森林経営管理法に基づく新たな森林管理制度の実施に向け、野上地区の山林所有者を対象に、制度の
説明会及び意向調査を実施した。
・「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用し、あそ野学園義務教育学校（校舎の廊下天井、腰壁等）の木質
化を実施した。
・秋山町において、市道木浦原大荷場線道路改良工事（R2年度へ繰越）を実施した。
・中山間地域の生活環境改善、農林産物の被害低減のため、周辺環境整備や電気柵及び侵入防止柵等
の設置などを支援したほか、地元猟友会と協力し、有害鳥獣の捕獲活動を実施した。
・鳥獣被害対策実施隊を新たに設置し、鳥獣被害対策を強化した。
・令和元年度における施策全体の決算額は約138,680千円であり、平成30年度（100,232千円）に比べ約
38,450千円の増加となった。その主な要因は、市道木浦原大荷場線道路改良工事の実施、及び令和元年
度より始まった森林環境譲与税活用基金積立金によるものである。

【令和２年度で解決する課題】
・市道木浦原大荷場線道路改良事業の完了

【令和３年度以降にも引き継がれる課題】
①中山間地域のコミュニティの維持と活性化
②木材価格の低迷による間伐等の停滞
③林道の適切な維持管理
④有害鳥獣による被害拡大

【令和３年度重点課題】
⑤中山間地域の課題解決に取り組む人材の確保・育成　

①中山間地域のむらづくり団体等に対し、国・県・市の各種支援制度
を積極的にＰＲし、コミュニティの維持と活性化を図る。
②新たに始まった「森林経営管理制度」を推進し、森林の適切な経
営や管理の促進を図る。
③近年、増加傾向にあるゲリラ豪雨による土砂崩れ等に対応できる
よう、適切な維持管理に努める。
④従来から行われている電気柵や侵入防止柵の設置支援や有害鳥
獣の捕獲を継続するとともに、近年、増加傾向にあるニホンザルによ
る被害対策のため、補助金を活用した大型捕獲檻の設置を進める。

⑤中山間地域おこし協力隊員やむらづくり団体等の活動を通じ、関
係人口の増加と新たな担い手の掘り起こしを図る。

成果指標
設定の考え方

①中山間地域の人口が一定数いないと住み続
けたいとはならないため指標とした。
②木材の利用を通じて健全な森林の育成、地球
温暖化の防止、地域経済の活性化のため指標と
した。
③森林には水源のかん養や山地災害の防止な
どをはじめとする多大な働きがあり、暮らしを守
るために特に重要な役割を果たしている森林が
保安林に指定されているため指標とした。

施策の目的
「意　図」

①中山間地域が住み続けたい地域となっている。
②林業の施業・経営の集約化を図り、持続可能な
林業経営が行われている。
③森林の持つ多面的機能が十分発揮されてい
る。

施
策

基
本
事
業

特色ある
中山間地
域づくりの
推進

・「佐野暮らし」のすすめ推進事
業等の活用により中山間地域へ
の移住・定住を進めるために、現
在ある地域おこし団体等へ事業
内容の説明を行う。また、新規の
団体の掘り起こしを行う。
・中山間地域にある５ヶ所のむら
づくり団体に対して、集客数が増
えるようにイベント開催等の支援
を行う。

中山間地
域の豊か
な環境づく
り

・住みやすい環境や農林産物を確
保するため、地域内の道路整備の
促進及び有害鳥獣の捕獲を強化す
るとともにや電気柵等の助成など鳥
獣被害対策の推進を行う。
・鳥獣被害の軽減のため、木材伐
採後は鳥獣のエサとなるドングリ等
の実をつける樹木の植樹を推進す
る。

林業の活
性化

・森林経営管理法に基づく新たな森
林管理制度の実施に向け、森林所
有者への経営管理意向調査を行う
ための、調査内容の検討・決定や
対象者の洗い出しなどの準備を進
めるとともに当初の調査区域を決定
する。
・「佐野市内の公共建築物における
木材の利用促進の関する方針」に
基づき、公共建築物における市及
び県産材の利用促進を図るため市
役所内へ周知を行う。
・国県の補助の外、市の補助制度
を活用して森林整備を推進する。

施
策
の
基
本
情
報

・中山間地域において、新たな地域おこし団体の動きがあり補助金を活用し活動を開始した。ま
た、中山間地域おこし協力隊員が着任した。
・国においては、自然的条件が悪く所有者自ら適切な管理が見込めない森林について、森林経営
管理法を制定し、2019年度から市町村が主体となって森林を整備・管理する新たな制度を創設し
た。それに伴い2024年度より「森林環境税」が創設され、2019年度からは「森林環境譲与税」が交
付されることになった。
・県では平成20～29年度まで実施した「第1期とちぎの元気な森づくり県民税事業」を10年延長
し、森林の若返りなどに取り組むことになった。
・議会において鳥獣被害、鳥獣被害対策実施隊及びヤマビル対策に一般質問がある。最近では
侵入防止柵の設置等によりイノシシ、シカの被害は減少しているが、サルの出没回数が増えてお
り、農作物、生活環境被害に対しての対応が急務となった。

・中山間地域の自然や環境の良さの魅力
を伝える。
・農産物等を活かした地域づくりに取り組
む。
・地域課題への対応など、自らの活動に
よる地域づくりに取り組む。
・有害鳥獣等が住みにくい環境づくりを行
う。

農産物直売所においては農産物、山菜
等の生産、加工、販売を目指す。

・担い手の育成や新規就農者・新規就
林者に対する支援を行う。
・農業、林業の経営合理化や規模拡大
を支援する。
・むらづくり推進協議会等の関係団体を
支援する。
・公共施設における木材の利用を促進
する。
・有害鳥獣対策を支援する。


